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    東京都板橋区長等の退職手当に関する条例の一部を改正  

    する条例  

 東京都板橋区長等の退職手当に関する条例（昭和３５年板橋区条例第

１号）の一部を次のように改正する。  

 題名中「板橋区長等」を「板橋区副区長及び教育委員会教育長」に改

める。  

 第１条中「、区長」を削り、「区長等」を「副区長等」に改める。  

 第２条中「区長等」を「副区長等」に改める。  

 第３条の表を次のように改める。  

 副区長  勤続期間１年につき  100 分の 310 

 教育長  同          100 分の 240 

   付  則  

１  この条例は、公布の日から施行する。  

 （東京都板橋区監査委員の給与等に関する条例の一部改正）  

２  東京都板橋区監査委員の給与等に関する条例（平成３年板橋区条例  

 第３５号）の一部を次のように改正する。  

  第５条第４項中「板橋区長等」を「板橋区副区長及び教育委員会教  

 育長」に、「区長等」を「副区長等」に、「副区長  同」を「副区長  

  勤続期間１年につき」に、「常勤の監査委員  同」を「常勤の監査  

 委員  勤続期間１年につき」に改める。  

 

（提案理由）  

 退職手当制度の適正化を図る必要があるため。  
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東京都板橋区長等の退職手当に関する条例 新旧対照表 

 

新 旧 

  ○東京都板橋区副区長及び教育委員会教育長の退職手当に関する条例   ○東京都板橋区長等           の退職手当に関する条例 

昭和 35 年３月 25 日東京都板橋区条例第１号 昭和 35 年３月 25 日東京都板橋区条例第１号 

 （目的） 

第１条 この条例は   、副区長及び教育委員会教育長（以下「副区長等」

 という。）の退職手当について必要な事項を定めることを目的とする。 

 （目的） 

第１条 この条例は、区長、副区長及び教育委員会教育長（以下「区長等」 

 という。）の退職手当について必要な事項を定めることを目的とする。 

 （退職手当の支給） 

第２条 退職手当は、副区長等が退職した場合に、その者（死亡による退職

 の場合には、その遺族）に支給する。副区長等が任期満了により退職した

 場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び副区長等に就職した

 ときも、また同様とする。 

 （退職手当の支給） 

第２条 退職手当は、区長等 が退職した場合に、その者（死亡による退職 

 の場合には、その遺族）に支給する。区長等 が任期満了により退職した 

 場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び区長等 に就職した 

 ときも、また同様とする。 

 （普通退職の場合の退職手当の額） 

第３条 退職手当の額は、退職の日における給料月額に、次に掲げる割合を

 乗じて得た額とする。 

    副区長 勤続期間１年につき 100 分の 310 

    教育長 同         100 分の 240 

 

 （普通退職の場合の退職手当の額） 

第３条 退職手当の額は、退職の日における給料月額に、次に掲げる割合を 

 乗じて得た額とする。 

    区長  勤続期間１年につき 100 分の 450 

    副区長 同         100 分の 310 

    教育長 同         100 分の 240 

以下略    以下略 
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東京都板橋区長等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例付則第２項関係 

（東京都板橋区監査委員の給与等に関する条例の改正） 

  ○東京都板橋区監査委員の給与等に関する条例   ○東京都板橋区監査委員の給与等に関する条例 

平成３年７月８日東京都板橋区条例第 35 号 平成３年７月８日東京都板橋区条例第 35 号 

第１条～第４条 略 第１条～第４条 略 

 （支給方法等） 

第５条 略 

２・３ 略 

４ 東京都板橋区副区長及び教育委員会教育長の退職手当に関する条例（昭

 和 35 年板橋区条例第１号）第２条から第６条までの規定は、常勤の監査

 委員の退職手当について準用する。この場合において、同条例第２条中「副

 区長等」とあるのは「常勤の監査委員」と、同条例第３条の表中「副区長

 勤続期間１年につき 100 分の 310」とあるのは「常勤の監査委員 勤続

 期間１年につき 100 分の 200」と読み替えるものとする。 

 （支給方法等） 

第５条 略 

２・３ 略 

４ 東京都板橋区長等           の退職手当に関する条例（昭 

 和 35 年板橋区条例第１号）第２条から第６条までの規定は、常勤の監査 

 委員の退職手当について準用する。この場合において、同条例第２条中「区 

 長等 」とあるのは「常勤の監査委員」と、同条例第３条の表中「副区長 

  同           100 分の 310」とあるのは「常勤の監査委員 同  

         100 分の 200」と読み替えるものとする。 

以下略 以下略 
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